
三次市教育委員会告示第  号 

 

 

 三次市小中学生スポーツ合宿支援補助金交付要綱を次のように定める。 

 

 

  平成２４年７月１１日 

 

 

三次市教育委員会 

委員長 沖 田  稔 

 

 

三次市小中学生スポーツ合宿支援補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 教育委員会は，「スポーツのまち三次」をめざし，小中学生のスポーツ

合宿を支援するため，三次市小中学生スポーツ合宿支援補助金（以下「合宿

支援補助金」という。）を予算の範囲内において交付するものとし，その交付

に関しては，三次市補助金等交付規則（平成１６年４月１日規則第６５条）

に規定するもののほか，この告示に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この告示において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

⑴  小中学生スポーツクラブ等 スポーツ少年団，中学校の運動部系の部活

動団体その他地域の小中学生で構成される任意のスポーツ団体をいう。 

⑵ 小中学生スポーツ合宿 市内の小中学生スポーツクラブ等が，市内のスポ

ーツ施設及び宿泊施設を利用して行う合宿をいう。 

（補助対象経費） 

第３条 合宿支援補助金の補助対象経費は，小中学生スポーツ合宿に係る宿泊



料金とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，他の補助金等が充当されている経費は，補助対

象としないものとする。 

（交付対象者） 

第４条 合宿支援補助金の交付対象者は，１回で１０人泊以上の小中学生スポ

ーツ合宿を行う小中学生スポーツクラブ等の代表者とする。 

（補助金の額） 

第５条 合宿支援補助金は，１回の合宿につき，次の表に掲げる額の合計額を      

上限として，教育委員会が決定するものとする。 

区分 補助金額 備考 

小中学生 ５００円に合宿人数を乗じた額  

指導者 １５００円に合宿人数を乗じた額 ３人を上限とする。 

（交付申請） 

第６条 合宿支援補助金の交付を受けようとする者は，三次市小中学生スポー

ツ合宿支援補助金交付申請書（様式第１号）を，三次市小中学生スポーツ合

宿実施計画書（様式第２号）を添付して，教育委員会に提出するものとする。 

（交付の決定及び通知） 

第７条 教育委員会は，前条の申請について適当と認めるときは，合宿支援補

助金の金額を決定し，申請者に対して三次市小中学生スポーツ合宿支援補助

金交付決定通知書（様式第３号）により通知するものとする。 

（実績報告書の提出） 

第８条 交付決定の通知を受けた交付申請者は，補助対象経費の支払が完了し

た後，速やかに三次市小中学生スポーツ合宿支援補助金実績報告書（様式第

４号）を次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。 

 ⑴ 三次市小中学生スポーツ合宿実施報告兼補助金精算額調書（様式第５号） 

 ⑵ 第３条に規定する経費を支出したことを証する書類の写し 

 （交付の確定及び通知） 

第９条 教育委員会は，前条の報告について適当と認めるときは，合宿支援補

助金の金額を確定し，申請者に対して三次市小中学生スポーツ合宿支援補助

金交付確定通知書（様式第６号）により通知するものとする。 



（帳簿の保存） 

第１０条 申請者は，この補助事業に係る関係書類及び帳簿等を当該補助事業

完了後５年が経過した日の属する年度の末日まで保管し，教育委員会が求め

るときは，これを提示するものとする。 

（その他） 

第１１条 この告示に定めるもののほか，必要な事項は教育委員会が別に定め

る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は，平成２４年７月２日から施行し，平成２４年４月１日から適

用する。 

 （この告示の失効） 

２ この告示は，平成２７年３月３１日限り，その効力を失う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第６条関係） 

 

三次市小中学生スポーツ合宿支援補助金交付申請書 

 

平成  年  月  日 

 

 三次市教育委員会教育長 様 

 

（〒     ） 

住 所 

団体名 

代表者              印 

                     （電話番号         ） 

 

 平成  年度三次市小中学生スポーツ合宿支援補助金の交付を受けたいので，

三次市小中学生スポーツ合宿支援補助金交付要綱第６条の規定により，関係書

類を添えて，次のとおり申請します。 

 

１ 交 付 申 請 額  金          円 

 

２ 添 付 書 類   

三次市小中学生スポーツ合宿実施計画書（様式第２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第６条関係） 

 

三次市小中学生スポーツ合宿実施計画書 

 

クラブ等の名称（           ） 

合宿予定日 

利用予定施設 

合宿内容 参加者 

宿泊予定施設 

   

小中学生（   ）人泊 

指導者（   ）人泊  

   

小中学生（   ）人泊 

指導者（   ）人泊  

  

 

 

小中学生（   ）人泊 

指導者（   ）人泊  

計 
小中学生（   ）人泊 

指導者（   ）人泊 

交付申請額 

「小中学生（  ）人泊×５００円＋指導者

（  ）人泊×１５００円」の額とする。ただ

し指導員は３人以下とする。 

（円） 

 

 

 



様式第３号（第７条関係） 

 

三次教社指令第   号 

平成  年  月  日 

 

              様 

 

三次市教育委員会 

     教育長         印 

          

 

三次市小中学生スポーツ合宿支援補助金交付決定通知書 

 

 平成  年  月  日付けで申請のあった三次市小中学生スポーツ合宿支

援補助金については，三次市小中学生スポーツ合宿支援補助金交付要綱第７条

の規定に基づき，次のとおり交付を決定したので通知します。 

 

１ 交付決定額    金          円 

 

２ 交 付 条 件    三次市小中学生スポーツ合宿支援補助金交付要綱に基

づき適正な手続を行うこと。 

 

３ そ の 他    本補助金に関する交付団体名及び交付金額は，市ホー

ムページ等で公表を行う。 

 

 

 

 

 



様式第４号（第８条関係） 

 

三次市小中学生スポーツ合宿支援補助金実績報告書 

 

平成  年  月  日 

 

 三次市教育委員会教育長 様 

 

（〒     ） 

住 所 

団体名 

代表者              印 

                     （電話番号         ） 

 

 平成  年  月  日付け三次教社指令第   号で三次市小中学生スポ

ーツ合宿支援補助金の交付決定を受けた事業が完了したので，三次市小中学生

スポーツ合宿支援補助金交付要綱第８条の規定により，関係書類を添えて，次

のとおり報告します。 

 

１ 補助金交付決定額  金          円 

 

２ 補 助 金 精 算 額  金          円 

 

３ 添 付 書 類   

 ⑴ 三次市小中学生スポーツ合宿実施報告兼補助金精算額調書（様式第５号） 

⑵ 第３条に規定する経費を支出したことを示す書類の写し 

 

 

 

 



様式第５号（第８条関係） 

 

 

三次市小中学生スポーツ合宿実施報告兼補助金精算額調書 

 

クラブ等の名称（           ） 

合宿月日 
利用施設 

合宿内容 参加者 

宿泊施設 

   

小中学生（   ）人泊 

指導者（   ）人泊 

   

小中学生（   ）人泊 

指導者（   ）人泊 

  

 

 

小中学生（   ）人泊 

指導者（   ）人泊 

計 
小中学生（   ）人泊 

指導者（   ）人泊 

補助金精算額 

「小中学生（  ）人泊×５００円＋指導者

（  ）人泊×１５００円」の額とする。ただ

し指導員は３人以下とする。交付決定額を超え

る場合は交付決定額とする。 

（円） 

 

 

 

 

 



様式第６号（第９条関係） 

 

三次教社指令第   号 

平成  年  月  日 

 

              様 

 

三次市教育委員会 

     教育長         印 

          

 

三次市小中学生スポーツ合宿支援補助金交付確定通知書 

 

 平成  年  月  日付けで申請のあった三次市小中学生スポーツ合宿支

援補助金については，三次市小中学生スポーツ合宿支援補助金交付要綱第９条

の規定に基づき，次のとおり交付を確定したので通知します。 

 

１ 交付確定額    金          円 

 

２ そ の 他    本補助金に関する交付団体名及び交付金額は，市ホー

ムページ等で公表を行う。 

 

 

 

 

 


